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１ 条例制定の背景 

 地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るために義務付け枠付けを見直す

という趣旨を踏まえた「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律」（平成２３年法律第３７号。第１次一括法）及び

（平成２３年法律第１０５号。第２次一括法）、「介護サービスの基盤強化のための介

護保険法等の一部を改正する法律」（平成２３年法律第７２号）が制定されました。  

それらの中で、介護保険法等について所要の改正が行われ、これまで介護保険法等

に定められていた事業者の指定に関する一部の基準や厚生労働省令で定められてい

た介護サービスに係る基準を、都道府県や市町村の条例で定めることとされています。 

  

◆介護保険サービス条例移行 

 ・居宅サービス（予防含む）⇒県・政令市・中核市 

 ・施設サービス⇒県・政令市・中核市 

 ・地域密着型サービス（予防含む）⇒市町村 

 

 

２ 条例制定のルール 

 

条例制定の基準 

  現行の厚生労働省令に規定する全ての基準は、法令上、その内容によって、以下  

 の３つに分けられ、各基準で許容される範囲内で条例を制定しなければならないも

のとされています。 

   

 

区分 条例の定め方 内容 

①従うべ

き基準 

条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合

しなければならない規準であり、当該基準

に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を

定める条例は許容されるものの、異なる内

容を定めることは許されないもの。 

「職員配置」、「居室面積等」、「人

権」に直結する運営基準等（守秘

義務等） 

②標準と

される基

準 

法令の「標準」を通常よるべき基準としつ

つ、合理的な理由がある範囲内で、地域の

実情に応じた「標準」と異なる内容を定め

ることが許容されるもの。 

「利用定員」、「施設規模」 

③参酌す

べき基準 

地方自治体が十分に参酌した結果としてで

あれば、地域の実情に応じて、異なる内容

を定めることが許容されるもの。 

上記以外の設備及び運営に関連す

るもの。「構造設備」、「非常災害対

策」、「衛生管理」、「管理者の責務」

等 

「指定地域密着型サービス等に係る基準を定める条

例案」の概要 
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３ 制定する条例 
 制定する条例 サービス種別 省令 

1 

指定地域密着型サービス事

業の人員、設備及び運営等

に関する基準条例 

指定地域

密着型サ

ービス 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備

及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働

省令第３４号） 

夜間対応型訪問介護 

認知症対応型通所介

護 

小規模多機能型居宅

介護 

認知症対応型共同生

活介護 

地域密着型特定施設

入居者生活介護 

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

複合型サービス 

2 

指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的

な支援の方法等に関する基

準条例 

指定地域

密着型介

護予防サ

ービス 

介護予防認知症対応

型通所介護 
指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人

員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護

予防サービスに係る介

護予防のための効果的

な支援の方法に関する

基準（平成１８年厚生

労働省令第３６号） 

介護予防認知症対応

型通所介護 

介護予防認知症対応

型共同生活介護 

 

４ 条例案の考え方 

 

 ①事業者及び施設の指定基準（法７８条の４第１項から第３項、第１１５条の１４

第１項から第３項） 

   これまで米子市では、厚生労働法令で定める全国一律の最低基準に基づき、地

域密着型サービス事業所の指定及び施設運営に係る指導を行ってまいりました。 

   今回の条例の制定に当たっては、多くの項目において、米子市の実情に国の基

準を上回る内容または異なる内容を定めるほどの特段の事情、地域性は認められ

ないので、原則として、国の基準に基づいて米子市の条例を制定します。 

   ただし、一部の項目について、市独自の内容を盛り込み、地域密着型（介護予

防）サービスのさらなる質の向上に努めたいと考えます。 

  

②指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員（法７８条の２第１項） 

   当該施設の入所定員は、国の基準の上限である、２９人以下とします。 

 

 ③申請者の資格に関する基準（法７８条の２第４項第１号、第５項、第１１５条の

１２第２項第１号、第３項） 

   申請者の資格は、国の基準に基づき、「法人」である者とします。 
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５ 条例案に独自に設ける基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対照表（米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案）） 

※上記の厚生労働省令では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のみを参照している

が、他の事業においても同様とする。 
 

 

現行基準厚生労働省令 条例案 

（記録の整備） 

第３条の４０ 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、利用者に対する指定定期巡

回・随時対応型報恩介護看護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から二年間保存しなければな

らない。 

 一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画 

 二 第３条の１８第２項に規定する提供

した具体的なサービスの内容等の記録 

 三 第３条の２３第２項に規定する主治

の医師による指示の文書 

 四 第３条の２４第１１項に規定する訪

問看護報告書 

 五 第３条の２６に規定する市町村への

通知に係る記録 

 六 第３条の３６第２項に規定する苦情

の内容等の記録 

 七 第３条の３８第２項に規定する事故

の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録 

（記録の整備） 

第 条 

  省令第３条の４０、第１７条、第６０   

条、第８７条、第１０７条、第１２８条、

第１５６条及び第１８１条に規定する記

録の保存期間は、５年間とする。 

●米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案） 

●米子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案） 

 

独自基準① （参酌すべき） 

 

文書の保存期間の修正（全サービス共通） 

 記録の整備については、サービスの提供に関する内容について、保存年限を２年と

している。 

一方、事業者が不適正な介護給付費の支給を受けた場合には、介護給付費の返還請

求をすることとなるが、返還請求権は、地方自治法の規定により５年間と定められて

いる。 

このため、介護看護計画など返還請求の根拠となる、サービスの提供に係る内容の

記録等について保存年限を５年とする。 
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 対照表（米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行基準厚生労働省令 条例案 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原

則） 

第３条 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、指

定地域密着型サービスの事業を運営する

に当たっては、地域との結び付きを重視

し、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、

他の地域密着型サービス事業者又は居宅

サービス事業者（居宅サービス事業を行

う者をいう。以下同じ。）その他の保健医

療サービス及び福祉サービスを提供する

者との連携に努めなければならない。 

 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原

則） 

第 条 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、指

定地域密着型サービスの事業を運営する

に当たっては、地域との結び付きを重視

し、市、地域包括支援センター、他の地

域密着型サービス事業者又は居宅サービ

ス事業者（居宅サービス事業を行う者を

いう。以下同じ。）その他の保健医療サー

ビス、及び福祉サービスを提供する者と

の連携に努めなければならない。 

 

●米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案） 

●米子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案） 

 

独自基準② （参酌すべき） 

 

地域密着型サービス事業所の連携先に地域包括支援センター等を追加（全サービス

共通） 

 第５期計画の重点項目にもなっている「地域包括ケア体制」の構築では、地域包括

支援センターが重要な位置付けとなることから、地域の包括的な支援に向けて、連携

先を追加することを条例に規定する。 
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対照表（米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案）） 

※上記の厚生労働省令では、夜間対応型訪問介護のみを参照しているが、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護を除く他の事業も

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行基準厚生労働省令 条例案 

（指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方

針） 

第９条 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自

らその提供する指定夜間対応型訪問介護

の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方

針） 

第 条 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自

らその提供する指定夜間対応型訪問介護

の質について点検を行い、その結果を利

用者等に提供し、常にその改善を図らな

ければならない。 

  また、点検の実施のほか、定期的に第

三者による評価を受けて、その結果を公

表するよう努めなければならない。 

●米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案） 

●米子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案） 

 

独自基準③ （参酌すべき） 

 

サービスの質の自己点検を追加（全サービス共通） 

利用者に対するサービスの質について自己点検を行い、その結果を利用者等に情

報提供することを義務付け、常にその改善を図るものとする。 

 また、自己点検の実施のほか、定期的に第三者による評価を受けて、その結果を

公表するよう努めるものとする。 

  

※後段については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介 

護・認知症対応型共同生活介護を除く。 
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対照表（米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案）） 

※上記の厚生労働省令では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のみを参照しているが、小

規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護においても同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行基準厚生労働省令 条例案 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の基本取扱方針） 

第３条の２１ 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、自らその提供する指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評

価を行い、定期的に外部の者による評価

を受けて、それらの結果を公表し、常に

その改善を図らなければならない。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の基本取扱方針） 

第 条 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、自らその提供する指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の質につ

いて自己点検を行い、その結果を利用者

等に提供するとともに、定期的に外部の

者による評価を受けて、それらの結果を

公表し、常にその改善を図らなければな

らない。 

●米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案） 

●米子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例（案） 

 

独自基準③の２ （参酌すべき） 

 

サービスの質の自己点検を追加（定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機

能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護） 

 

利用者に対するサービスの質について自己点検を行い、その結果を利用者等に情報

提供することを義務付け、常にその改善を図るものとする。 
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６ 根拠法令 

 ⑴介護保険法第７８条の２ 

  （指定地域密着型サービス事業者の指定） 

  第７８条の２ 第４２条の２第１項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、

地域密着型サービス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉室入所者生活介護を行う

事業にあっては、老人福祉法第２０条の５に規定する特別養護老人ホームのうち、そ

の入所定員が２９人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者）の申

請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域

密着型サービス事業を行う事業所（第７８条の１３第１項及び第７８条の１４第１項

を除き、以下この節において「事業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村

長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス

費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。 

  ２、３ 略 

  ４ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所によ

り行われる複合型サービス（厚生労働省令で定めるものに限る。第６項において同じ。）

に係る指定の申請にあっては、第６号の２、第６号の３、第１０号及び第１２号を除

く。）のいずれかに該当するときは、第４２条の２第１項本文の指定をしてはならない。  

一  申請者が市町村の条例で定める者でないとき。  

   二～十二 略 

 

 

  ５ 市町村が前項第１号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令（＊）で定める基

準に従い定めるものとする。 

  ６～１１ 略 

 

  ＊介護保険法施行規則第１３１条の１０の２ 

    法７８条の２第５項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 

 

 ⑵介護保険法第７８条の４ 

  （指定地域密着型サービスの事業の基準） 

  第７８条の４ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町

村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービ

スに従事する従業者を有しなければならない。 

  ２ 前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関す

る基準は、市町村の条例で定める。 

  ３ 市町村が前２項の条例を定めるに当たっては、第１号から第４号までに掲げる事項

については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第５号に掲げる事項に

ついては厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項につ

いては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 

   一 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数 

   二 指定地域密着型サービスの事業に係る居室の面積 

   三 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員 

   四 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する

要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等

に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 

   五 指定地域密着型サービスの事業（第３号に規定する事業を除く。）に係る利用定員 

  ４～８ 略 
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 ⑶介護保険法第１１５条１２ 

  （指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定） 

  第１１５条の１２ (略) 

  ２ 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると 

きは、第５４条の２第１項本文の指定をしてはならない。 

   一 申請者が市町村長の条例で定める者でないとき。 

   二～十二 略 

  ３ 市町村が前項第１号の各例を定めるに当たっては、厚生労働省令（＊）で定める基

準に従い定めるものとする。 

 

  ＊介護保険法施行規則第１４０条の２７の２ 

    法第１１５条の１２第３項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 

 

 ⑷介護保険法第１１５条の１４ 

  （指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準） 

  第１１５条の１４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所

ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域

密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 

  ２ 前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の

設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。  

３ 市町村が前２項の条例を定めるに当たっては、第１号から第４号までに掲げる事項

については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第５号に掲げる事項に

ついては厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項につ

いては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。  

一 指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の

員数  

二 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積  

三 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業に係

る利用定員  

四 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する

要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に

密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの  

五 指定地域密着型介護予防サービスの事業（第三号に規定する事業を除く。）に係る

利用定員  

  ４～８ 略 

 

 ⑸平成１８年厚生労働省令第３４号 

   指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 

 ⑹平成１８年厚生労働省令第３６号 

   指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指 

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 

準 

 

 

 

 


